
議題第１９号

職員の服務の宣誓に関する条例の施行に関する規則

の一部改正について

１ 改正の趣旨

職員の服務の宣誓に関する条例（昭和26年宮崎県条例第１号）の一部改

正に伴い、職員の服務の宣誓に関する条例の施行に関する規則（昭和26年宮

崎県教育委員会規則第６号）に係る所要の改正を行うもの。

（条例改正の趣旨）服務の宣誓について、会計年度任用職員に係る取扱いを

任命権者が別に定めることができるよう関係規定を改正するもの。

２ 改正内容

（１）会計年度任用職員の服務の宣誓に関する委任規定を追加する。

（２）規則において引用する条例の条ずれを改める。

第２条第２項→第２条第３項

（３）その他（軽微な文言の変更等）

３ 改正案

別添新旧対照表のとおり

４ 施行期日

公布の日



職
員
の
服
務
の
宣
誓
に
関
す
る
条
例
の
施
行
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
２
年

月
日

宮
崎
県
教
育
委
員
会
教
育
長

日
隈

俊
郎

宮
崎
県
教
育
委
員
会
規
則
第

号

職
員
の
服
務
の
宣
誓
に
関
す
る
条
例
の
施
行
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
服
務
の
宣
誓
に
関
す
る
条
例
の
施
行
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
2
6
年
宮
崎
県
教
育
委
員
会
規
則
第
６
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
正
前

改
正
後

（
趣
旨
）

第
１
条

こ
の
規
則
は
、
職
員
の
服
務
の
宣
誓
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
2
6
年
３

第
１
条

こ
の
規
則
は
、
職
員
の
服
務
の
宣
誓
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
2
6
年
宮

月
宮
崎
県
条
例
第
１
号
、
以
下
条
例
と
い
う
｡
）
第
３
条
の
規
定
に
基
き
定

崎
県
条
例
第
１
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
｡
）
第
３
条
の
規
定
に
基
づ
き

め
る
。

定
め
る
。

（
任
命
権
者
の
定
め
る
上
級
の
公
務
員
）

第
２
条

条
例
第
２
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
任
命
権
者
の
定
め
る
上
級
の
公

第
２
条

条
例
第
２
条
第
１
項
に
規
定
す
る
任
命
権
者
の
定
め
る
上
級
の
公
務

務
員
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

員
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

(
１
)
事
務
局
職
員
及
び
県
立
学
校
そ
の
他
の
教
育
機
関
の
長
に
あ
っ
て
は

(
１
)
事
務
局
職
員
及
び
県
立
学
校
そ
の
他
の
教
育
機
関
の
長
に
あ
っ
て
は

教
育
長
。
但
し
、
事
務
局
職
員
の
中
、
県
教
育
庁
教
育
事
務
所
に
勤
務
す

教
育
長
。
た
だ
し
、
事
務
局
職
員
の
う
ち
、
出
先
機
関
に
勤
務
す
る
職
員

る
職
員
同
教
育
事
務
所
長
を
除
く
｡
）
に
あ
っ
て
は
県
教
育
庁
教
育
事
務

（
出
先
機
関
の
長
を
除
く
｡
）
に
あ
っ
て
は
そ
の
出
先
機
関
の
長

所
長

(
２
)
削
除

(
３
)
［
略
］

(
２
)
［
略
］

２
前
項
に
規
定
す
る
上
級
の
公
務
員
に
事
故
が
あ
る
と
き
又
は
欠
け
た
と
き

２
前
項
各
号
に
規
定
す
る
上
級
の
公
務
員
に
事
故
が
あ
る
と
き
又
は
欠
け
た

は
、
教
育
長
又
は
県
教
育
庁
教
育
事
務
所
長
若
し
く
は
学
校
そ
の
他
の
教
育

と
き
は
、
そ
の
公
務
員
の
職
務
を
代
理
す
る
者
を
上
級
の
公
務
員
と
み
な
す



機
関
の
長
の
職
務
を
代
理
す
る
者
を
、
そ
の
上
級
の
公
務
員
と
み
な
す
。

。 （
宣
誓
書
の
提
出
）

第
３
条

前
条
の
規
定
に
よ
る
上
級
の
公
務
員
は
新
た
に
職
員
と
な
っ
た
者
が

第
３
条

前
条
各
項
に
規
定
す
る
上
級
の
公
務
員
又
は
上
級
の
公
務
員
と
み
な

宣
誓
書
に
署
名
し
た
と
き
、
そ
の
宣
誓
書
を
直
ち
に
県
教
育
委
員
会
に
提
出

さ
れ
る
者
（
以
下
「
上
級
の
公
務
員
」
と
い
う
｡
）
は
、
職
員
が
宣
誓
書
に

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
条
例
第
２
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
っ
て

署
名
を
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
当
該
宣
誓
書
を
県
教
育
委
員
会
に
提
出

宣
誓
を
行
う
前
に
職
員
に
そ
の
職
務
を
行
わ
せ
る
と
き
は
、
そ
の
事
実
を
併

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

せ
て
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
報
告
）

第
４
条

上
級
の
公
務
員
は
、
条
例
第
２
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
宣
誓
を
行

う
前
に
職
員
に
そ
の
職
務
を
行
わ
せ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
理
由
を

付
し
て
県
教
育
委
員
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
委
任
）

第
５
条

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
会
計
年
度
任
用
職
員
の
服
務
の

宣
誓
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。

附
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


